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全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム(

Ｊ
ア
ラ
ー
ト)

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　

　

防
災
行
政
無
線(

屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
等)

を
使
い
、

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム(

Ｊ
ア
ラ
ー
ト)

か
ら
送

ら
れ
る
情
報
の
一
斉
自
動
放
送
訓
練
を
実
施
し
ま

す
。

　

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
国
が
緊
急
情
報
を
入
手
し
た

際
、
人
工
衛
星
等
を
用
い
て
市
区
町
村
に
瞬
時
に

情
報
を
送
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
こ
れ
は
防
災
行
政

無
線
と
連
動
し
て
お
り
、
大
雨
や
洪
水
な
ど
の
気

象
警
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
や
地
震
な
ど
の
情
報

が
送
ら
れ
て
き
た
場
合
に
、
そ
の
内
容
に
応
じ
た

音
声
が
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
な
ど
で
自
動
的
に
放
送

さ
れ
ま
す
。

【
と
　
き
】
11
月
29
日
（
火
）
11
時
〜

【
内
　
容
】

①
♪
上
り
チ
ャ
イ
ム

②
「
こ
れ
は
、
テ
ス
ト
で
す
」

※

繰
返
し

③
「
こ
ち
ら
は
、
防
災
長
浜
市
で
す
」

④
♪
下
り
チ
ャ
イ
ム

問

防
災
危
機
管
理
局
（
☎
６
５
ー
６
５
５
５
）

長浜市立湖北病院職員を募集します(平成29年4月1日採用予定)　

■第1次試験日　12月17日(土)　■申込受付期限　12月２日(金)　当日消印有効
■試験会場　長浜市立湖北病院
　受験申込書は担当課にあります。また、病院ホームページか
らダウンロードすることもできます。受験申込書を郵送で請求
する場合は、封筒の表に「○○職受験申込書請求」と朱書きし、
返信用封筒(角型２号に120円切手を貼付して宛先、郵便番号明
記)を同封して、右記まで送付してください。

問合せ・申込先
長浜市病院事業職員選考委員会
〈長浜市立湖北病院事務局管理課内〉
〒529-0493　木之本町黒田1221
☎８２－６１４３(直通)

職　種 採　　用
予定人員

１人

１人

１人

１人

１人

受　験　資　格

次のいずれにも該当する人
〇昭和56年４月２日以降に生まれた人
〇薬剤師法による薬剤師の免許を有する人(平成29年７月末日までに免許取得見
　込みの人を含む)
〇市内または近接地に居住でき、日直および夜間における緊急呼び出しに応じられる人

次のいずれにも該当する人
〇昭和56年４月２日以降に生まれた人
〇理学療法士および作業療法士法による作業療法士の免許を有する人(平成29年
　７月末日までに免許取得見込みの人を含む)
〇市内または近接地に居住できる人

次のいずれにも該当する人
〇昭和56年４月２日以降に生まれた人
〇言語聴覚士法による言語聴覚士の免許を有する人(平成29年７月末日までに免
　許取得見込みの人を含む)
〇市内または近接地に居住できる人

次のいずれにも該当する人
〇昭和61年４月２日以降に生まれた人
〇臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師の免許を有する人(平成29年
　７月末日までに免許取得見込みの人を含む)
〇市内または近接地に居住でき、日直および夜間における緊急呼び出しに応じられる人

次のいずれにも該当する人
〇昭和61年４月２日以降に生まれた人
〇視能訓練士法による視能訓練士の免許を有する人(平成29年7月末日までに免
　許取得見込みの人を含む)
〇市内または近接地に居住できる人

薬剤師
(再募集)

作業療法士
(再募集)

言語聴覚士
(再募集)

臨床検査技師

視能訓練士

　
シリーズ⑯

▲普及啓発事業
　(山組マンスリー)の様子

（
☎
６
５

－

３
３
０
０)
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長
浜
・
木
之
本
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

平
成
29
年
３
月
12
日
に
改
正
道
路
交
通
法
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

問

市
民
活
躍
課
（
☎
６
５
ー
８
７
１
１
）

高
齢
運
転
者
対
策
の
推
進

　

今
回
の
道
路
交
通
法
の
改
正
は
、
75

歳
以
上
の
高
齢
運
転
者
に
よ
る
交
通
事

故
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

75
歳
以
上
の
高
齢
運
転
者
に
関
す
る
交

通
安
全
対
策
な
ど
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。

○「
臨
時
認
知
機
能
検
査
」
の
新
設

　

75
歳
以
上
の
運
転
者
が
、

認
知
機
能
が
低
下
し
た
と
き

に
起
こ
し
や
す
い
信
号
無
視

等
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

は
、
「
臨
時
認
知
機
能
検

査
」
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
す
。

○「
臨
時
高
齢
者
講
習
」
の
新
設

　

臨
時
認
知
機
能
検
査
を
受

け
、
認
知
機
能
の
低
下
が
運

転
に
影
響
す
る
恐
れ
が
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
高
齢
者
は
、

新
た
に
始
ま
る
「
臨
時
高
齢

者
講
習
」
（
認
知
機
能
低
下

の
状
況
に
応
じ
た
運
転
行
動

指
導
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

○「
臨
時
適
性
検
査
制
度
」
（
医
師
の
診

　
断
）
の
見
直
し

　

認
知
機
能
検
査
で
認
知
症
の
恐
れ
が
あ

る
と
判
定
さ
れ
た
高
齢
者
は
、
違
反
の
有

無
を
問
わ
ず
「
臨
時
適
性
検
査
」
（
医
師

の
診
断
）
を
受
け
、
ま
た
は
命
令
に
従
い

認
知
症
に
係
る
主
治
医
等
の
診
断
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ

　

滋
賀
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　

☎
０
７
７

－

５
８
５

－

１
２
５
５

世
界
へ
羽
ば
た
く

　
　
　
長
浜
曳
山
祭

ユ
ネ
ス
コ
登
録
勧
告

無
形
文
化
遺
産
に

ユ
ネ
ス
コ
登
録
勧
告

無
形
文
化
遺
産
に

ユ
ネ
ス
コ
登
録
勧
告

無
形
文
化
遺
産
に

●祝

運
醸
成
を
図
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
普
及
啓

発
事
業
を
展
開
し
、
記
念
す
べ
き
日
を
迎
え

る
た
め
の
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
事
業
を
通
し
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
、
先

人
た
ち
が
築
き
上
げ
て
き
た
長
浜
曳
山
祭
を

未
来
に
継
承
し
て
い
こ
う
と
努
力
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

現
在
の
長
浜
曳
山
祭
は
、
市
内
の
一
地
域

の
祭
り
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
江
戸
時

代
か
ら
昭
和
40
年
代
ま
で
は
、
囃
子
方
や
子

ど
も
歌
舞
伎
に
不
可
欠
な
三
役
（
振
付
・
太

夫
・
三
味
線
）
は
、
旧
高
月
町
や
旧
湖
北
町

な
ど
の
人
た
ち
が
担
っ
て
い
ま
し
た
。
山
組

を
中
心
に
、
湖
北
の
文
化
と
し
て
継
承
し
て

き
た
歴
史
あ
る
こ
の
祭
り
は
、
無
形
文
化
遺

産
登
録
を
機
に
市
民
の
皆
さ
ん
が
よ
り
身
近

に
感
じ
、
地
域
の
誇
り
と
し
て
次
世
代
に
引

き
継
ぐ
と
と
も
に
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
や

地
域
の
活
性
化
に
繋
げ
て
い
き
た
い
も
の
で

す
。

　

10
月
31
日
、
長
浜
曳
山
祭
を
含
む
33
件
の

山
車
祭
り
で
構
成
さ
れ
る
「
山
・
鉾
・
屋
台

行
事
」
に
つ
い
て
、
事
前
審
査
を
行
っ
た
ユ

ネ
ス
コ
の
評
価
機
関
よ
り
、「
記
載
（
登
録
）」

す
る
こ
と
が
適
当
と
の
勧
告
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
11
月
28
日
か
ら
12
月
２
日
の

間
、
エ
チ
オ
ピ
ア
で
開
催
さ
れ
る
政
府
間
委

員
会
に
お
い
て
正
式
に
決
定
さ
れ
、
い
よ
い

よ
長
浜
曳
山
祭
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

と
し
て
登
録
さ
れ
る
日
を
迎
え
ま
す
。

　

現
在
、
山
組
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
「
長

浜
曳
山
祭
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
推

進
会
議
」
で
は
、
登
録
へ
向
け
て
地
元
の
機

75歳以上の運転者の方が対象

一定の違反を行った時一定の違反を行った時一定の違反を行った時一定の違反を行った時

免許取消し
免許停止等
免許取消し
免許停止等
免許取消し
免許停止等
免許取消し
免許停止等

臨時高齢者講習臨時高齢者講習臨時高齢者講習臨時高齢者講習

信号無視等

臨時認知機能検査（更新時と同じ検査）

少し低くなっている

医師の診断 免許継続医師の診断 免許継続医師の診断 免許継続

前回より結果が
悪化した場合など認知症

と診断
認知症
ではない

低くなっている 心配ない

新設新設

新設新設


